
「いじめ問題を考える週間」からの２学期開始 

 

校長 皆倉 健二 

 

平成 23年に発生したいじめ自殺事件を契機として，平成 25年６月に「いじめ防止対策推進法」が

成立し，同年９月から施行されました。推進法の第２条にいじめの定義が次のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

この定義は，平成 17 年度までは，「自分より弱い者に対して一方的に，身体的・心理的な攻撃を加

え，相手が深刻な苦痛を感じているもの」との内容でした。平成 18 年度からは，「当該児童生徒が，

一定の人間関係のある者から，心理的，物理的な攻撃を受けたことにより，精神的な苦痛を感じてい

るもの」となりました。しかし，いずれの定義もいじめの早期発見に有効な定義ではありませんでし

た。そこで，いじめられている児童生徒の主観を重視した定義となったことで，いじめの早期発見に

有効となり，今では全国的に多くのいじめが認知されるようになりました。 

ところが，私が今まで対応したいじめ問題において，学校と家庭との「いじめ」の認識の違いを痛

感させられることが多くありました。それは，「この程度のことは，私が小学生の頃は日常的にありま

した。いじめだと騒ぐほどのことではないと思います。」という保護者の返答でした。その度に，現在

の「いじめ」の定義について説明をして，いじめの早期発見と早期対応が，子供たちの命と人権を守

ることにつながることを伝えてきました。まずは，どの学校，どの学級においても「いじめ」に対する

認識の差を縮めていくことが必要だと感じています。 

さて，本校においては，２学期が始まった９月１日から５日までが「いじめ問題を考える週間」で

した。そこで，始業式では，生徒指導の担当教諭から，どのような言動がいじめにあたるかを具体的

な事例を基に話がありました。やや極端な事例であったことで，子供たちは戸惑いがあったかもしれ

ません。しかし，大切なことは，相手がどのように感じたか，または，感じているかです。 

それぞれの家庭において，子供たちに自分自身を大切にすること，同時に他者も大切にするという

ことは当たり前のことであり，理解するだけではなく行動しなければならないことを話していただけ

ればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月11日（木）は，心の教育の日とし
て，授業参観で道徳や学活の授業を行いま
した。９月１日から５日は，「いじめ問題
を考える週間」として設定してあり，いじ
めについて，学級で考えを深めたり，給食
時間には，総務委員会によるいじめに関す
る本の読み聞かせを行ったりしました。今
後も，道徳の授業を要としながら，日常で
子供たちの心の教育を行っていきます。 
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枕崎国際芸術賞展鑑賞 

ＰＴＡ 
から 

９月28日（日）の第２回ＰＴＡ奉仕作業は，中止となりました。また，来年度以降

の開催については，今後，ＰＴＡ常任委員会等で検討していきます。 

受賞☆おめでとう☆ 

【県図画作品展】鹿児島県特別賞市長会会長賞 １年：加藤慧さん 枕崎市特選 ６年：山口明璃さん 

【南日本硬筆展】特別賞 南日本芸術学園賞  ４年：新澤優愛さん  

推 薦 １年：川野綾華さん，２年：立志朱莉さん，竹内莉望さん，井上すずさん， 

３年：梛木虎太郎さん，大森咲来さん，４年：橋口敬さん，畑野彩花音さん，

５年：上村瑛心さん，６年：城森奏南さん，松野下杏樹さん 

【 理科作品展 】枕崎市特選（県審査へ） ２年：小瀬萩翔さん 

【児童生徒作文コンクール】枕崎市特選（地区審査へ）４年：橋口敬さん，６年：小園晃馳さん 

枕崎市特選       ５年：天達壱琉さん 

【市水泳記録会】５年男子25ｍ自由形      １位 日渡陽太さん ※新記録  

６年女子50ｍ自由形      １位 城森奏南さん ※新記録 

６年女子50ｍ平泳ぎ        １位 城森奏南さん ※新記録 

200ｍ個人メドレー（共通女子） １位 城森奏南さん 

３年に１度，枕崎市で開催される枕崎市国際芸術賞展を３年生以
上の児童が学習の一環として鑑賞しました。１・２年生も夏休みに
南溟館へ出かけた家庭もあったのではないでしょうか。子供たちは，
様々な作品を鑑賞し，「不思議だ」「面白い」などそれぞれ感じるもの
があったようです。この鑑賞をきっかけに，芸術に関する興味・関心
を高めたり，図工の授業や趣味の作品づくりなどの意欲が高まった
りすることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

心の教育の日（授業参観道徳） 

10月の行事予定 

１日（水）運動会予行練習 
２日（木）運動会全体練習 

      ４～６年運動会準備 
５日（日）運動会 
６日（月）振替休日 
８日（水）６年SOSの出し方教室 
９日（木）身体計測・視力検査 
10日（金）４～６年委員会活動後期編成 
※ Ｂ校時 20日（月）27日（月）28日（火） 
※ Ｃ校時 ２日（木）３日（金）15日（水）16日（木）23日（木） 

17日（金）小中合同あいさつ運動 
      クラブ活動 
20日（月）～24日（金）  
22日（水）市学校音楽祭（午後） 
24日（金）クラブ活動 
27日（月）～31日（金）  
29日（水）１～４年 秋の一日遠足 

       ５・６年 陸上記録会 

 

第二条 この法律において「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍

している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与え

る行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童

等が心身の苦痛を感じているものをいう。 


